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新学期に向けた新型コロナウイルス感染症対策について 

 

平素は、本校教育活動に対しましてご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、現在新型コロナウイルス感染症について、全国的に新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験

したことのない感染拡大が起きています。滋賀県におきましても、８月７日から９月１２日まで地域の感染レベ

ルが「レベル２」まで引き上げられさらに８月２７日に「緊急事態宣言」が発令され、地域の感染レベルが「レ

ベル３」に引き上げられました。 

つきましては、２学期を迎えるにあたり、滋賀県教育委員会からの指示も含め、学校といたしましては、お子様

が安心して学校生活が送れるよう、引き続き感染対策の徹底をしてまいります。改めて、新たな生活様式を踏まえ

学校や家庭において感染拡大を防止する観点からご留意していただきたい内容とお願いごとを記載させていただ

きましたので、下記の内容をご確認いただきご協力のほどよろしくお願いします。 

 

記 

１ 基本的な感染対策の徹底 

①マスクを着用する。  

②３密を避ける。（密閉・密集・密接）  

③学校（家庭）での手洗いの励行、消毒をする。  

④登校前、自宅で検温をする。（健康観察票への記入と家族の健康状態の確認）  

⑤発熱、息苦しさ、風邪の症状の場合は、登校しない。（保護者の方より、学校へ連絡をしてください。）  

⑥不要不急の外出を控える。 

  ※特に①から③は有効とされています。 

 

２ 出席停止扱いについて 

 ①感染が判明した者 

 ②感染者の濃厚接触者に特定された者 

 ③発熱等の風邪症状がみられる者 

 ④レベル２やレベル３の地域において、同居の家族に発熱等の風邪の症状がみられる者（本県は現在レベル３） 

 ⑤基礎疾患がある場合、主治医と相談し、登校すべきでないと判断された場合 

 ⑥感染が不安で休ませたいと、保護者から相談があった場合（合理的な理由があると校長が判断した場合） 

 

３ 部活動について 

①活動は、９月１２日まで休止。  

②全国・近畿大会および同予選やコンクール等高等学校体育連盟主催の公式戦は、感染防止対策を徹底したう

えで可。 

 

４ 学校からの連絡事項について 

学校からの連絡事項については、今後も必要に応じて本校ホームページへの掲載やマチコミメールで発信いた

します。随時確認をしていただきますよう、お願いいたします。 


